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新型コロナウイルス感染拡大防止に関するお願い 

 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。  

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 さて、弊社ならびに弊社グループ各社においては、三密（密集、密接、密閉）回避および

感染防止対策を講じるとともに、従業員のプライベートにおきましても懇親会開催の自粛

に加え、同居家族以外との飲食自粛等、対策を強化している状況にございますが、新型コロ

ナウイルス感染者数が急増しており、ご承知の通り弊社グループ会社、また協力会社におか

れましても罹患者発生に伴い、業務の一時停止や見直しをせざるを得ないケースが発生し

ております。 

 

 このような状況を鑑み、弊社では、下記の取り組み （ガイドライン）を強化し、遵守およ

び徹底を指示いたしました。 

 

 つきましては、貴社におかれましても、日頃より感染予防対策を徹底されておられると存

じますが、弊社業務に従事される従業員の皆様におかれましても、原則として弊社ガイドラ

インに準じて感染予防対策の取り組みの徹底にご協力を賜りたく、何卒宜しくお願い申し

上げます。また、貴社から再委託されている先の関係者におかれましても同様にご協力を賜

りたく何卒宜しくお願い申し上げます。 

特に、体調面におきましては、少しでも体調不良(味覚・嗅覚異常含む)を感じられる場合

は出社をせず上⾧へ報告をいただく点、また、社内外問わず、複数での会食は自粛していた

だく点につきましては、改めて徹底のご協力をお願い申し上げるとともに、家族や身近な人

に罹患者や濃厚接触者が確認された場合につきましても弊社担当へ速やかに共有いただけ

ますようご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

 

敬具 



- 弊社ガイドライン – 

 

1. 感染予防対策の徹底について  

① 毎朝の検温チェック 

毎朝出社前・出社朝の体温を測定し、発熱や体調に変化がある場合は出社せず自宅療養 

または在宅勤務としています。 

② 社内に於ける三密対策  

・ 手洗いや手指の消毒を徹底しています。 

・ 番組収録を含む社内対応時のアクリル板や間仕切りの設置、フェイスシールド・マス

ク着用を徹底しています。 

・ スタジオ・機材消毒、換気、ソーシャルディスタンス確保を厳格に行っています。 

・ 会議室、休憩室など共用スペースにおいては座席の間引きを実施しています。  

③ 時差出勤、在宅勤務の励行  

・ 公共交通機関を使用する場合は、ピーク時の利用を避けるよう時差出勤を励行してい 

ます。  

④ 懇親会・取引先との会食 

・ 歓送迎会等、社内の懇親会は自粛しています。 

・ 取引先との会食についても、不要不急案件は回避しています。 

⑤ 勤務時間以外での行動 

・ 社員同士の飲食自粛に加え、プライベートにおいても同居家族以外の飲食については 

自粛しています。 

・ 帰省等で、感染が流行しているエリアからの移動または感染が流行しているエリアへ 

の移動をする場合には、感染予防対策を徹底しています。  

・ 新型コロナ接触確認アプリ「COCOA」インストールを推奨しています。  

⑥ ランチ 

複数人での昼食は極力回避しています。営業同行時など複数人での昼食時は「黙食」を 

徹底しています。食事中以外はマスクを着用します。 

⑦ 車両の利用 

乗車は 2 名までとし着座位置は前後対角線としています。常時マスク着用、外気循環、 

常時窓開け換気を徹底しています。 

緊急事態宣言発出中のエリアでは同乗禁止としています。 

 

 

 

 

 



 

2. 体調不良時の出勤について 

 少しでも体調不良(味覚・嗅覚異常含む)を感じられる場合は、出社せず、自宅療養とし

ています。  

① 発熱や咳など比較的軽い風邪の症状がある場合、または、体調不良が感じられる場合

は、出社せず、自宅にて療養すること。出社後に体調不良を感じた場合も、上⾧に相談し

早退、お客様への訪問等は見合わせること。服薬のない状態での症状消失時から 24 時間

経過するまでは出社は不可とすること。（在宅勤務、または自宅待機扱い）。  

 

② 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場

合、（または）削除 味覚異常・臭覚異常がある場合、または、発熱や咳など比較的軽い風

邪の症状 が 4 日以上続く場合は、出社せず自宅療養とし、「帰国者・接触者相談センタ

ー」へ相談し指示に従うこと。  

 

3. 罹患者・濃厚接触者（疑い含む）との接触について 

 家族や身近な人物に罹患者や濃厚接触者が確認された場合、在宅勤務としています。濃

厚接触者の PCR 検査の判定を受けて、本人の検査の実施や出社について判断していま

す。 

 

以上 


